
海外の原料原産地表示制度

資料４

平成28年３月31日

消費者庁・農林水産省



海外の原料原産地表示制度

○ コーデックス規格（包装食品の表示に関するコーデックス一般規格）では、原料原産地表示に関する規
定はない。

○ 韓国では、ほぼ全ての加工食品に原料原産地表示の義務付けがある。

国名 対象品目等

日本 ・加工食品の22食品群＋４品目※

韓国 ・ほぼ加工食品全般

オーストラリア

・生産、製造又は包装された国の名前を明記することが義務付けられている

① 主要原材料がオーストラリア産で、かつ製造過程も全てオーストラリアで行われる食品には、
「Product of Australia」など

② 国内で実質的な変更が加えられ、かつ生産・製造コストの50％以上を占める食品には、
「Manufactured in Australia」など

原材料については、主要原材料を強調するように表示する必要

例：「Made in Australia from Local and Imported Ingredients」

ＥＵ

・オリーブオイルは、絞った場所及びオリーブの収穫地を表示する必要

・有機食品の場合、当該製品を構成する農業原材料が生産された場所について、ＥＵ内、第三国を区
別して書き分ける必要（全てが特定の国で生産された場合は、国名表示も可能）

例：「ＥＵ agriculture」、「non‐ＥＵ agriculture」、「ＥＵ/non‐ＥＵ agriculture」

米国 原料原産地表示の義務は無い
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（注）韓国の制度の概要は次ページ

※４品目：農産物漬物、野菜冷凍食品、うなぎ加工品及びかつお削りぶし



韓 国 日 本

対象品目 ・ほぼ加工食品全般 ・加工食品の22食品群＋４品目※

表示対象原材料 ・重量割合上位２位までのもの

・商品名等に強調表示した原料

・重量割合50％以上のもの

（４品目は別途規定）

表示の方法 ・国産原料にあっては「国産」である旨

・輸入原料にあっては「原産国名」

・国産原料にあっては「国産」である旨

・輸入原料にあっては「原産国名」

原産地が２か国

以上あるとき

・割合の多い順で２か国までの原産地

及び混合割合を表示

（例：中国産50％、ベトナム産30％）

・混合割合が頻繁に変わる時は、混合

割合を省略可

・頻繁に切り替わる場合は、「輸入産」

と表示可

・割合の多い順に記載、３つ以上ある

場合は、３つ目以下を「その他」と表示

することができる

中間加工品が原

材料の場合

・中間加工地（原産国）を表示（生鮮原

材料まで遡らない）

・表示の対象としない

韓国における原料原産地表示制度の概要
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（平成26年３月調べ）

※４品目：農産物漬物、野菜冷凍食品、うなぎ加工品及びかつお削りぶし



「輸入産」の表示例
○大豆油の大豆

混合割合を省略している表示例
○小麦粉の小麦

表示例
○ココアのココアパウダー

小麦100％（アメリカ産、オーストラリア産）

大豆100％（輸入）

ココアパウダー15％［オランダ産66.7％、スペ
イン産33.3％（カカオ果実：ガーナ産）］
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韓国の原料原産地表示例

原料が中間加工品の表示例
○オレンジジュースの濃縮オレンジ果汁

濃縮オレンジ果汁100％（アメリカ産）



【オーストラリア】
○ソーセージ
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オーストラリアとＥＵ（英国）の表示例

【ＥＵ（英国）】
○有機なたね油

オーストラリア産と輸入の原材料でオーストラ
リアで製造 農業原材料の一部がEU内で生産され、その

他の部分が第三国で生産


